
放射能検査の受付について 

財団法人 山口県予防保健協会 

 

厚生労働省医薬食品局食品安全部より「放射能汚染された食品の取り扱いについて」（食安発 0317 第 3 号）が平成 23 年 3

月 17 日付けで公表され、 飲食物摂取制限に関する指標（暫定規制値）が示されました。当協会ではその通知に準じ、「緊

急時における食品の放射能測定マニュアル」に沿った放射能検査の受付を開始しました。 

1.検査項目、料金等について 

検査項目 検査料金 納期 

放射性物質 3 項目セット 

(ヨウ素 131)  

(セシウム 134）  

(セシウム 137) 

セット価格 

¥18,000-(外税) 

速報値のお知らせ 最短で 4 営業日 

結果書の送付   10 営業日以内 

※現在、依頼が殺到しております。場合によっては納期が守れないこともございますが、ご容赦願います。 

2. 検査方法について 

「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」第２章 ２ 

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法 

3.試験品について  

試験品の種類 必要量 採取方法 

飲料水 
0.5～1Ｌ 

・ポリ容器、ペットボトル等（ガラス容器は不可）に満水にならないよう

に採取し、蓋をしっかりとしめてください。蓋と本体の隙間をビニール

テープで巻いてください。 牛乳 

食品 
3 個以上かつ 

合計 500ｇ以上 

・試験品はチャック付きのビニール袋に入れて下さい。チャック付きが難

しい場合はビニール袋の口をしっかりと結んでください。 

・汚染防止のため、複数の試験品を 1枚のビニール袋に入れないでくださ

い。(例：キャベツとほうれん草など、2つ以上の試験品をご依頼の場合

は、それぞれを別々のビニール袋に入れてください。) 

※検査結果のご利用目的によっては、試験品の採取日に注意する必要があります。 

(例 1：採取時点での結果が知りたい。 → 試験品の採取は当協会が別途ご連絡する送付日の当日もしくは前日に行ってください。) 

(例 2：加工食品を出荷する前に自主検査をしておきたい(検査時点での結果が知りたい)。 →  試験品の採取日に制限はありません。) 

4.試験品の送付について 

・試験品送付前に必要事項をご記入した「依頼書」をＦＡＸしてください。 

・飲料水については宅急便で、牛乳及び食品についてはクール宅急便での送付をお願い致します。 

・試験品の送付の際に、「依頼書」を同封してください。 

・ＦＡＸ番号、送付先は下記のとおりです。 

送付先(お問い合せ先) 

〒753-0814 山口市吉敷下東 1-5-1 財団法人山口県予防保健協会 

放射線分析担当 宛 (TEL:083-933-0018 FAX:083-924-9458) 

現在、依頼が殺到しております。納期等の確認もございますので、まずはお電話ください。 


